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東京音楽大学大学院音楽研究科規程 

 

平成１４年４月１日制定 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東京音楽大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第４条

第３項の規定に基づき、東京音楽大学大学院音楽研究科（以下「研究科」という。）

における必要な事項について定めるものとする。 

（目的） 

第２条 研究科は、より広い視野に立って音楽についての深い技術を授け、高い表現

力を養い、自立した演奏や創作、研究活動を行う優れた演奏家、作曲家、教育研究

者を養成することを目的とする。 

（指導教員） 

第３条 研究科の各課程の指導教員は、研究科長が定めるものとする。 

（授業科目及び単位） 

第４条 研究科の各課程における授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 

（成績の評価） 

第５条 研究科における成績の評価は、１００点を満点とし、６０点以上を合格、 

６０点未満を不合格とする。 

２ 前項の成績評価を表す評語及び判定は次のとおりとする。 

 

 評語 判定 

９０点～１００点 Ａ+ 合格 

８０～８９点 Ａ 合格 

７０～７９点 Ｂ 合格 

６０～６９点 Ｃ 合格 

単位認定された科目及び 

合格と認められた科目の評価 
Ｐ 合格 

５９点以下 Ｆ 不合格 

評価外 Ｘ 不合格 

 

第２章 修士課程 

 

（研究領域） 

第６条 修士課程の各専攻に置く研究領域は、次のとおりとする。 
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専攻 研究領域 

器楽専攻 

鍵盤楽器研究領域 

弦楽器研究領域 

管打楽器研究領域 

室内楽研究領域 

声楽専攻 
独唱研究領域 

オペラ研究領域 

作曲指揮専攻 
作曲研究領域 

指揮研究領域 

音楽文化研究専攻 

音楽教育研究領域 

音楽学研究領域 

ソルフェージュ研究領域 

多文化音楽研究領域 

吹奏楽研究領域 

 

（履修方法） 

第７条 学生は、別表に掲げる研究領域の授業科目のうちから必修科目及び選択科目

を合わせて３２単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けなければならない。 

２ 学生は、研究領域における研究上の必要から、指導教員の指導を受けて、学部に

おいて開設する授業科目を履修することができる。この場合において、履修した授

業科目の単位は、前項の単位に通算できないものとする。 

（履修登録） 

第８条 学生は、履修しようとする科目を選定し、別に定めた期日にこれを届け出て

許可を受けなければならない。一旦選定した科目を変更する場合も、届け出て許可

を受けなければならない。 

（授業科目の試験） 

第９条 履修した授業科目の試験は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によっ

て行うものとする。ただし、研究科長の承認を得た授業科目については、平常の成

績又は当該授業科目の担当教員の合格報告をもって、これに代えることができる。 

２ 前項に規定する試験に合格した授業科目については、所定の単位を与える。 

（修士論文等の審査及び試験） 

第１０条 修士論文等の審査及び試験は、東京音楽大学学位規則の定めるところによ

る。 

 

第３章 博士後期課程 

 

（履修届及び研究計画の届出） 

第１１条 学生は、学年の始めに、指導教員の指導を受けて履修届及び研究計画を所

定の期日までに研究科長に届け出なければならない。 

（授業科目の試験) 
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第１２条 履修した授業科目の試験は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によ

って行うものとする。ただし、研究科長の承認を得た授業科目については、平常の

成績又は当該授業科目の担当教員の合格報告をもってこれに代えることができる。 

２ 前項に規定する試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。 

 （博士論文等の審査及び試験） 

第１３条 博士論文等の審査及び試験は、東京音楽大学学位規則の定めるところによ

る。 

 

第４章 雑則 

 

第１４条 この規程の定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、研究科長の定

めるところによる。 

 

附 則 

この規程は、平成１４年１月１７日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２０年３月２９日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月２５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１６日から施行し、改正後の別表（器楽専攻鍵盤楽器

研究領域ピアノ）備考のピアノ・エクセレンスの規定は平成２３年４月 1日から適用

する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、改正後の規程第５条関係

別表大学院カリキュラム、声楽専攻オペラ研究領域の表のコレペティ演習の２年次の

単位数は、当該年次に在籍する学生から適用する。 

附 則 

１ この規程は、平成２６年３月３１日から施行し、平成２５年４月１日から適用す

る。 

２ 改正後の規程第４条関係別表大学院カリキュラム、声楽専攻独唱研究領域の表の

声楽特殊研究Ⅱの２年次の単位数は、当該年次に在籍する学生から適用する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 
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この規程は、平成３０年４月２日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第５条２項の表は、平成

３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第５条２項の表は、平成

３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和４年５月１１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


